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■本日のプログラム

■開催日時：令和５年11月28日（火）13：30～15:30

■場所：札幌市北区北７条西2-9 ベルヴュオフィス札幌

TKP札幌駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム2D）

■次第：

【第１部】事業説明会（13:30～14:30）

１．開会挨拶（石狩市）

２．事業の目的、内容について

３．質疑応答

【第2部】名刺交換会（14:30～15:30）
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１．取組の拝見（全体のコンセプトについて）

• 地域脱炭素化の取組を加速させるとともに、外部流出していた資金の地域内循環実現を目指す
ため地域エネルギープラットフォーム（通称：地域EP）の立ち上げを目指す。コンセプトは以下のよ
うな形を想定する。

再エネの持つ環境価値・
エネルギー価値の直接利用

石狩地域循環共生圏
「エネルギーの地産地活モデルの実現」
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２．事業体設立当初のビジネスモデル案

• 市内の再エネ電源の環境価値を地域EPにて再エネ価値取引市場を介して調達後、需要家へ供
給するモデルの構築を目指す。
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３．本事業実現による期待効果

①既存FIT電源等を活用した「地産地活」のビジネスモデルが実現できる。

➁地元企業等の脱炭素化に繋がる。

③「RE100」等を宣言している企業の誘致に繋がる。

④脱炭素起点の新たなビジネスが地域で生まれる。

⑤将来的なエネルギーサービスや地域課題解決型のサービスを提供できる事業体として発展する可

能性が生まれる。

⑥地域間連携により、多様なニーズに対応可能な広域での経済圏を構築できる可能性が生まれる。
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４．主な検討・実施項目と概略のスケジュールイメージ

■令和５年度（本年度）
①「石狩市地域エネルギープラットフォーム構築協議会」の開催（全２回）：11月28日、12月22日
➁特に強い関心を示す事業者（事業パートナー）との個別交渉：1～2月
③事業体設立に向けた準備段階の体制構築：3月

■令和６年度（来年度） ※事業者の皆様との確認・調整フェーズ
①事業スキームの詳細確認
➁事業計画の策定
③発電事業者との合意形成（トラッキング付非化石証書取得に向けての準備）
④需要家の確認
⑤事業採算性の詳細検討
⑥出資、融資等の調整

■令和７年度（再来年度） ※事業者の皆様との確認・調整フェーズ
①会社設立準備（重要事項決定等）
②会社設立事務手続き（登記）
③JEPXへの申請・登録等
④会社内の必要システム等、準備
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５．「石狩市地域エネルギープラットフォーム構築協議会」の概要

■会議体名称：石狩市地域エネルギープラットフォーム構築協議会

■主催・事務局：石狩市（事務局支援：株式会社日本総合研究所）

■設立目的：「（仮称）地域エネルギープラットフォーム（地域EP）」の理解促進、官民連携による体制構築

■開催回数：令和５年度中に２回

■開催スケジュール、開催場所：

・第1回：11月28日（火）13:30～14:30

（開催場所：札幌市北区北７条西2-9 ベルヴュオフィス札幌 TKP札幌駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム2D）

・第２回：12月22日（金）13：30～16：00（後日、本市ホームページでご案内予定）
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６．今後の検討課題

①検討中のビジネスモデルの事業規模の確保（事業性）

➁環境価値周辺の国の制度動向の把握、対応（トラッキング付非化石証書の扱い）

③中長期的なビジネスモデルの展開の方向性
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参考資料
（非化石証書に関する情報）
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• 仲介事業者は、「FIT非化石証書をFIT発電事業者より非化石価値取引市場を介して調達し、当該非化石証
書の権利を需要家へ移転すること」が役割である。

• 事業概要を以下に示す。

（参考）FIT非化石証書仲介事業概要

（出所）株式会社日本総合研究所にて作成

・申請資格の確認
※日本国内法人であること
※JEPX会員である必要はない
↓
・加入手続き
※仲介業の実施計画書を含む必
要書類の提出
↓
・JEPXによる審査
↓
・入会金・年会費の納入
※入会金11万円、年会費12万円

JEPX非化石価値
取引会員になる

・FIT発電事業者との合意形成
※当該発電所のトラッキング付き
FIT非化石証書を取引することに関
して合意形成を行う
↓
・FIT非化石証書の購入
※非化石価値取引市場にて設備
特定申請（環境価値を産出した
発電設備を特定した申請）するた
めには発電事業者にも参加してもら
うあるいは発電事業者より委任を受
ける必要がある。

FIT非化石証書を
購入する

・需要家との個別契約
※非化石証書を販売するにあたって
需要家と個別契約を締結する。
↓
・需要家への権利移転
非化石価値取引市場における管理
口座にて保有する非化石証書につ
いて、契約に応じた必要量分の権
利を需要家へ移転する

FIT非化石証書の
権利を需要家へ移転する
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（参考） FIT非化石証書の取引スケジュール

• FIT非化石証書の取引は、JEPX非化石価値取引市場にて年に４回オークション形式で開催される。

• 発電実績に応じて売入札量が決まるため、調達時期と発電期間には約半年ほどのずれが生じる。

（出所）非化石証書のトラッキング に関する事業者向け説明資料 (仲介事業者対象）（https://www.biprogy.com/solution/uploads/20230712_fit_tracking(chuukai).pdf）

2023年度の取引スケジュール
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（参考） FIT非化石証書の具体的な取引スケジュール
• 2023年8月25日～31日に開催されるFIT非化石証書オークションの実スケジュールを参考に以下に示す。

（出所）非化石証書のトラッキング に関する事業者向け説明資料 (仲介事業者対象）（https://www.biprogy.com/solution/uploads/20230712_fit_tracking(chuukai).pdf）

• 仲介事業者として登録（初回のみ）

• 発電事業者合意のもと、当該発電設備を特定して申請

• 割当量（何kWh分欲しいか）は指定可能

• 委任による対応の場合は、委任状を提出

• このタイミングで初めてオークション実施

• 割当量分を希望金額で入札

• 保有する非化石証書の権利帰属先を需要家

へ移転させ、証明書発行可能となる
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• 非化石証書を調達した需要家は、温対法・省エネ法や国際イニシアチブへの報告に活用可能である。

（参考）非化石証書の活用方法

（出所）中外テクノス株式会社「クレジット・再エネ証書について」（https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/318928.pdf）

非化石証書の活用方法
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• FIT非化石証書は、「発電期間≠活用期間」であり、需要家は、当該年１月～12月の発電期間分の証書を当
該年４月～翌年６月まで活用可能となる。

（参考）FIT非化石証書の活用期間

（出所）非化石証書のトラッキング に関する事業者向け説明資料 (仲介事業者対象）（https://www.biprogy.com/solution/uploads/20230712_fit_tracking(chuukai).pdf）



14

（参考）非化石価値取引会員規程（1/2）

（出所）JEPX非化石価値取引会員規定（https://www.jepx.jp/nonfossil/outline/pdf/nonfossil_memb_rules.pdf?timestamp=1690963539551）

非化石価値取引会員になるには、日本国内法人である必

要があるが、電気事業法に定める事業者である必要はない。

仲介事業の実施計画書の提出が必要
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（参考）非化石価値取引会員規程（2/2）

（出所）JEPX非化石価値取引会員規定（https://www.jepx.jp/nonfossil/outline/pdf/nonfossil_memb_rules.pdf?timestamp=1690963539551）

（出所）JEPX HPより（https://www.jepx.jp/nonfossil/news/20211028.html）

入会金、年会費が必要（金額は下部参照）

売買手数料は0.01円/kWh
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（参考）非化石価値取引規程（1/2）

（出所）JEPX非化石価値取引規定（https://www.jepx.jp/nonfossil/outline/pdf/nonfossil_rules.pdf?timestamp=1690963539551）

非化石市場で取引を行うためには、非化石価値取引会員である必要があるが、

JEPX会員である必要はない。

FIT非化石証書以外の転売は禁止

FIT非化石証書の転売先は法人でなければならない
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（参考）非化石価値取引規程（2/2）

（出所）JEPX非化石価値取引規定（https://www.jepx.jp/nonfossil/outline/pdf/nonfossil_rules.pdf?timestamp=1690963539551）

電気事業法に定める事業者でない場合は、

FIT非化石証書以外の取引は不可である。


